
商標＆特許流通セミナー

６次産業化、農商工連携など食品開発に携わる皆様へ

知らなかったでは済まされない！こんな使い方があった！商品開発
に欠かせない商標と、画期的な新商品が狙える特許流通について
ご説明します。

ブランディングのための

公益財団法人 福岡県中小企業振興センター

知的財産支援センター

日 時

９月25日（水）
13:30～15:30

福岡県中小企業振興センター５F

５０２会議室（福岡市博多区吉塚本町9-15）

公益財団法人 福岡県中小企業振興センター
（福岡県知的財産支援センター、ふくおか6次産業化・農商工連携サポートセンター）

③商標を活用…地域団体商標制度の活用

①商標と商号の違い…商標権のイロハ

②商標と侵害…標章（マーク）を付す場合の注意点

第１部 商標権とブランド戦略 13：30～14：30

会 場

商品開発後、市場に出す際に新しいネーミングやラベルをお考えになると思いま
すが、それらが既に商標として出願・登録されていないか調べることはとても重要で
す。知らずに他社の商標を侵害し市場に出せなくなることもあるからです。また、標
章をきちんと権利化することで他社との差別化や模倣防止になりその結果として商
品への信用が蓄積されブランドの形成につながります。商標権を知ることは事業を
推進する力になります。

第２部 特許流通で商品開発 14：40～15：30

特許流通とは、知的財産権である特許をライセンスや譲渡
により技術の移転を行うことです。具体的には特許を保有する
企業と技術を探している企業（生産者・個人）がマッチングし、
協力して新たな製品や技術を開発したり、新しい販路を開拓
したりすることです。今回は食品に関する新商品の開発が望め
そうな開放特許を紹介いたします。

①特許流通の活用方法

②食料品に関する開放特許の紹介

【特許第5114634号】

酵素を使用しないで
細胞膜を破壊するこ
となく穀物、野菜、豆
等の単細胞化を行う
技術

【特許第5715286号】

ムメフラール含有の
無塩梅干しの製造
方法

【効果】高付加価値の梅干し製
品ができる
【原料】梅
【必要な設備】恒温水槽

【効果】高栄養価で滑らかな
ピューレ、粉末ができる
【原料】穀物、野菜、豆等
【必要な設備】高圧蒸気滅菌器
（加圧加熱ができればOK）＆
ブレンダー

【紹介技術の一例】

2019年

講 師

参加無料

知財総合支援窓口相談員による無料個別相談会です。◆個別相談会 ※要事前予約 15：30～16：00

定員
各15名

主催

特許流通ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 武藤 美代

９月10日（火）
13:30～15:30

第１回

第２回
※両回とも同じプログラムです。

他社と差別化が図れる魅力的な商品
を創りたい！
自社に合ったブランディング（商標）
戦略を知りたい！
商品開発において技術の課題を解決
できない！

☑

☑

☑



ご希望日
希望される日に◯

9月10日 ・ 9月25日

フ リ ガ ナ

会社名・事業者名

ご住所
〒

電話番号 FAX:

フ リ ガ ナ

ご参加者（氏名） 所属部署 役職 E-mail

農林漁業者・商工業者・
行政・支援団体・その他

業
種

令和元年 第1回 9月10日（火） 13:30～15:30
第2回 9月25日（水） 13:30～15:30

＜参加申込書＞

ブランディングのための商標＆特許流通セミナー
申込期限

第1回9月 4日
第2回9月18日

FAX申込：下記記入後、０９２－６２４－３３００ までFAX
WEB申込：右QRコードを読み取り、WEBフォームより申込

※申し込み受付完了の連絡はございません。当日会場へお越しください。

※定員（15名）に達しました場合、お申込み期限前に受付を締め切らせて頂くことがあります。

【福岡県知的財産支援センター行】

個別相談（15：30～16：00） ※要事前予約 □希望する □希望しない
＜ご相談内容＞

【お申込・お問合せ】
福岡県知的財産支援センター
（公益財団法人 福岡県中小企業振興センター）
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15
福岡県中小企業振興センタービル６F

TEL:092-622-0035 FAX:092-624-3300
E-mail:muto@joho-fukuoka.or.jp
HP:http://www.joho-fukuoka.or.jp/intellectual/ ◆地下鉄「馬出九大病院前」３番出口から東へ徒歩7分

◆JR九州「吉塚駅」東口から徒歩1分

【会場アクセス】


